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【あらまし】

①Ｙ社は袋物鞄の卸売業者等を営む会社であり、

Ｚは、Ｙ会社の代表取締役である。Ｙ社は、その

株式を代表者一族が保有し、従業員も数名、役員

は代表者の親族が占める小規模会社である。

②Ａ（平成 12 年死亡時 60 歳）は昭和 33 年高校

卒業と同時にＹ社の前身である個人商店（Ｚの祖

父が当時の代表者）に住込み従業員として就職

し、Ｚの祖父、Ｚの父（昭和 51 年～）Ｚ（平成

11 年～）の三代の代表者に対する忠勤に励み、

代表者とともに営業の中心となっていた。この間

の昭和 51 年には、ＡはＹ社の取締役に就任し以

後、社内外で専務取締役と呼ばれていた。

③平成 11 年Ｚは父を継いでＹ社の代表取締役に

就任し、平成 11 年 12 月当時のＹ社は取締役 3

名（Ａ、ＺおよびＺの母）営業職の男性従業員 3

名、事務職の女性従業員 3名、経理担当のＺの妻

であった。しかし平成 12 年 2 月に 3 名の女性従

業員が退職し、7月には男性従業員 1名も退職し

たため、出荷作業が大幅に遅れＡの退勤時間は連

日午後 8時を過ぎ、時には午後 9時頃になること

もあった。Ａは平成 12 年 7 月、立ちくらみと頭

痛を訴え、本態高血圧との診断を受け、以後降圧

剤を服用するようになった。

④Ａは平成 12年 8月 26 日、北陸出張中に急性循

環不全により死亡した。

⑤Ａの妻および子らがＹ社に対して安全配慮義

務違反および不法行為、旧商法 266 条の 3に基づ

き、損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。

【結果】

Ｙ社およびＺの安全配慮義務違背を認めＹ社と

Ｚに対し、Ａの妻に損害賠償金 1,009 万円、Ａの

子 2人に各 889 万 4,554 円ずつの支払を命じた。

わたくしたちは、“ヒト”に関する重要課題の提言を通じて、皆様方の経営をご支援申し上げています！
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ＰＯＩＮＴ 取締役に対する使用者の安全配慮義務

【要点】

Ｙ社の規模、陣容、Ａの職務内容に照らせば安全

配慮義務はＺの業務執行を通じて実現されるべ

きものであると認められる。ＺはＡの労務の過重

性についても認識し得たのであるから、Ｙ社が適

宜適切に安全配慮義務を履行できるよう業務執

行すべき注意義務を負担しながら、重大な過失に

よりこれを放置した任務懈怠があり、その結果Ａ

の死亡という結果を招いたので、Ｚも旧商法 266

条の 3に基づき、Ｙ社と同一の責任を負担する。

【解説】

Ａが 24 年間、Ｙ社の専務取締役の地位にあり、

営業全般を統括していたほか、労務も担当し従業

員の勤怠・人事管理を行っていた。Ａは自らの労

働時間について自ら管理し、危険から保護するよ

う配慮すべき地位にあったとし、Ｙ社およびＺは

安全配慮義務を負う立場にないとの判断をしま

した。しかし控訴審である本判決においては、Ｙ

社が同族経営による小規模会社でＡのＹ社での

地位が利益参加の機会を有しないものであるこ

とや株主総会や取締役会の開催もなく、Ａに業務

執行権が付与された事実も、専務取締役の職務分

掌を定める内規の類もないと指摘しました。

本件のように、取締役であっても、勤務実態に

おいては代表者の指揮命令の下で労務を提供す

る立場にある者については、会社は安全配慮義務

を負うものと解されます。

【アドバイス】

本ケースのように、小規模事業所においては、一

般の従業員を、取締役や監査役として登記するこ

とも少なくありません。しかし、業務執行権の有

無、取締役会や株主総会への出席状況などから、

一般の従業員と異ならない処遇である場合、会社

は安全配慮義務を負うと判断されますので注意

が必要です。
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このレポートは，実際の事例をも

とに，何が紛争のポイントなの

か？また紛争を事前に防ぐため

の事業主としてすべきことなど

を簡潔にまとめました。是非参考

になさって下さい。


